
<注記>

控除前リスク相当額 670

　本表は、金融商品取引法第４６条の６第３項の規定に基づく自己資本規制比率を記載した書面で
あり、３月、６月、９月及び１２月末日の状況を、当該末日から１月を経過した日から３ヶ月間、
全ての営業店に備え置き、公衆の縦覧に供することとされております。

【2024年9月末】

　自己資本規制比率
1,368.8 ％

〔C／G×100〕

リスク相当額合計〔G〕 670

市場リスク相当額

取引先リスク相当額 95

暗号資産等による控除額
（第17条関係）

－

自　己　資　本　規　制　比　率　の　状　況

　　　　　　　　　会社名　八十二証券株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

基礎的リスク相当額 555

項　　　　目 指　　標

19

固定化されていない
9,178

 自己資本の額　〔C〕


